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議
員

新
た
な
市
庁
舎
の
建

設
に
関
し
、
議
会
で
も
新
庁

舎
建
設
検
討
委
員
会
を
設
置

し
て
議
論
を
進
め
て
い
る
が
、

基
本
設
計
に
必
要
な
条
件
整

備
（
基
本
計
画
）
と
は
ど
の

よ
う
な
内
容
か
聞
き
た
い
。

総
務
部
長

い
わ
ゆ
る
基
本

計
画
と
は
、
基
本
構
想
の
基

本
的
な
考
え
方
か
ら
建
築
設

計
を
実
施
す
る
際
、
建
築
主

と
し
て
、
必
要
な
室
・
ス
ペ

ー
ス
の
使
い
方
や
広
さ
、
配

置
場
所
な
ど
の
具
体
的
な
方

針
を
決
め
、
そ
れ
を
建
築
設

計
者
に
前
提
と
し
て
示
す
も

の
で
あ
る
。

議
員

新
た
な
庁
舎
に
導
入

す
る
基
本
機
能
の
中
で
優
先

さ
れ
る
も
の
は
何
か
。

総
務
部
長

庁
舎
全
体
に
求

め
ら
れ
る
共
通
機
能
の
ほ
か
、

基
本
機
能
と
し
て
窓
口
、
執

務
、
議
会
、
防
災
、
市
民
、

施
設
管
理
の
六
機
能
を
考
え

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
新
庁
舎

の
基
本
理
念
・
方
針
の
実
現

に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
機
能

で
あ
る
が
、
市
民
の
利
便
性

に
大
き
く
関
係
す
る
窓
口
関

連
を
充
実
さ
せ
、
各
機
能
の

バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
す
る
こ
と

が
大
切
だ
と
考
え
て
い
る
。

議
員

窓
口
や
執
務
、
防
災

機
能
だ
け
で
な
く
、
駐
車
場

の
確
保
も
重
要
だ
と
考
え
る

が
、
見
解
を
聞
き
た
い
。

総
務
部
長

来
庁
者
用
の
駐

車
場
は
建
設
敷
地
内
に
優
先

的
に
確
保
し
た
い
と
考
え
る
。

整
備
し
き
れ
な
い
場
合
に
は
、

周
辺
の
市
施
設
の
敷
地
や
国

有
地
な
ど
を
有
効
活
用
し
、

公
共
施
設
ゾ
ー
ン
を
面
と
し

て
と
ら
え
た
整
備
を
検
討
し

て
い
く
考
え
で
あ
る
。

議
員

市
庁
舎
と
国
合
同
庁

舎
と
の
一
体
的
整
備
に
お
け

る
建
設
設
計
業
務
委
託
は
、

国
と
市
の
共
同
事
業
と
し
て

実
施
す
る
方
向
で
協
議
中
と

の
こ
と
だ
が
、
庁
舎
は
同
一

の
建
物
に
配
置
さ
れ
る
の
か
、

別
々
の
建
物
な
の
か
。

総
務
部
長

建
物
形
態
に
つ

い
て
は
、工
事
手
順
も
含
め
、

今
後
、
建
築
設
計
の
中
で
よ

り
よ
い
形
態
を
検
討
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。

議
員

一
体
的
整
備
を
行
う

う
え
で
の
課
題
は
何
か
。

総
務
部
長

市
と
国
が
共
同

で
作
業
を
行
う
に
は
、
委
託

や
工
事
の
発
注
方
法
、設
計
・

積
算
基
準
、
工
事
監
理
・
検

査
、
財
産
引
継
な
ど
、
多
岐

に
わ
た
る
調
整
が
必
要
で
あ

る
。
契
約
も
請
負
業
者
を
含

め
て
三
者
で
取
り
交
わ
す
こ

と
に
な
り
、
そ
の
内
容
の
協

議
も
重
要
と
な
る
。
ま
た
、

使
用
開
始
後
の
維
持
管
理
体

制
等
に
つ
い
て
も
建
物
形
態

を
踏
ま
え
協
議
を
行
う
こ
と

に
な
る
。い
ず
れ
に
し
て
も
、

建
設
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
遅
れ

が
生
じ
な
い
よ
う
進
め
る
こ

と
が
課
題
で
あ
る
。

議
員

市
庁
舎
部
分
は
市
で
、

国
合
同
庁
舎
部
分
は
国
で
議

論
す
る
と
な
る
と
市
側
の
議

論
が
及
ば
な
い
と
懸
念
す
る

が
見
解
を
聞
き
た
い
。

総
務
部
長

今
回
の
一
体
的

整
備
に
つ
い
て
は
、
互
い
に

委
託
も
受
託
も
せ
ず
、
市
と

国
の
共
同
事
業
と
し
て
現
在

ま
で
対
等
な
立
場
で
進
め
て

い
る
。
ま
た
、
今
後
の
協
議

を
よ
り
円
滑
に
す
る
た
め
、

双
方
の
役
割
分
担
な
ど
を
協

議
し
、
方
針
を
確
認
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
連
絡
協
議

会
を
設
置
す
る
方
向
で
準
備

を
進
め
て
い
る
。

議
員

公
的
年
金
か
ら
市
県

民
税
を
天
引
き
す
る
特
別
徴

収
制
度
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

総
務
部
長

納
税
義
務
者
の

う
ち
前
年
中
に
公
的
年
金
の

支
払
い
を
受
け
、
当
該
年
度

の
初
日
に
老
齢
基
礎
年
金
等

の
支
払
い
を
受
け
る
六
五
歳

以
上
の
方
が
対
象
と
な
る
が
、

老
齢
基
礎
年
金
支
払
額
が
年

間
一
八
万
円
未
満
の
方
や
特

別
徴
収
税
額
が
老
齢
基
礎
年

金
額
を
超
え
る
方
な
ど
は
特

別
徴
収
を
行
わ
な
い
。

議
員

国
民
健
康
保
険
税
の

天
引
き
制
度
の
概
要
に
つ
い

て
聞
き
た
い
。

総
務
部
長

平
成
二
十
年
四

月
に
開
始
さ
れ
た
こ
の
特
別

徴
収
制
度
は
、
被
保
険
者
全

員
が
六
五
歳
以
上
七
五
歳
未

満
の
世
帯
の
保
険
税
を
、
原

則
世
帯
主
の
年
金
か
ら
天
引

き
す
る
も
の
で
、
本
市
で
の

実
施
時
期
は
平
成
二
十
二
年

四
月
で
あ
る
。
な
お
天
引
き

の
優
先
度
は
、
介
護
保
険
料

に
次
い
で
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
と
同
順
位
で
あ
る
。

議
員

天
引
き
制
度
の
施
行

に
当
た
っ
て
の
問
題
点
を
聞

き
た
い
。

総
務
部
長

各
制
度
の
実
施

時
期
、
天
引
き
で
き
る
優
先

順
位
が
異
な
る
た
め
、
年
度

に
よ
っ
て
は
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
る
市
県
民
税
、
国
民

健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料

の
組
み
合
わ
せ
が
異
な
る
こ

と
も
想
定
さ
れ
る
。
納
税
者

の
混
乱
を
防
ぐ
た
め
に
も
十

分
な
周
知
が
必
要
と
認
識
し

て
い
る
。

議
員

本
市
の
行
政
運
営
の

指
針
で
あ
る
「
平
塚
市
総
合

計
画
（
生
活
快
適
・
夢
プ
ラ

ン
）
第
一
次
実
施
計
画
」
の

初
年
度
で
あ
る
十
九
年
度
の

決
算
認
定
議
案
が
提
案
さ
れ

た
。同
時
に
監
査
委
員
か
ら
、

平
成
十
九
年
度
平
塚
市
一
般

会
計
・
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算
審
査
意
見
書
、
平
塚
市

病
院
事
業
決
算
審
査
意
見
書

等
が
提
出
さ
れ
た
。
監
査
委

員
か
ら
の
総
括
意
見
や
指
導
・

要
望
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

認
識
し
て
い
る
の
か
。

副
市
長

決
算
審
査
意
見
書

の
総
括
意
見
で
、
収
納
率
、

繰
越
事
業
の
増
加
、
特
別
会

計
へ
の
繰
出
金
の
縮
減
、
適

正
な
施
設
の
維
持
管
理
、
適

切
な
事
務
執
行
、
病
院
事
業

で
の
収
益
の
改
善
、
診
療
機

能
の
充
実
な
ど
に
つ
い
て
指

摘
を
受
け
、
真
摯
に
受
け
止

め
て
い
る
。
改
善
、
見
直
し

に
は
、
今
後
も
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
く
。

議
員

決
算
審
査
意
見
書
や

決
算
特
別
委
員
会
で
の
質
疑

の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
二
十

一
年
度
の
予
算
編
成
に
反
映

す
る
考
え
か
。

副
市
長

指
摘
事
項
や
意
見

等
を
踏
ま
え
、
各
部
局
で
十

九
年
度
事
業
の
決
算
額
や
進

ち
ょ
く
状
況
の
検
証
、
ま
た

二
十
年
度
予
算
の
執
行
状
況

の
分
析
を
行
う
。
さ
ら
に
財

源
的
制
約
や
事
業
の
優
先
度

等
を
勘
案
し
て
予
算
要
求
を

行
い
、
編
成
過
程
で
整
理
し

て
予
算
案
を
策
定
し
て
い
く

考
え
で
あ
る
。

議
員

予
算
編
成
に
向
け
て

の
方
針
を
聞
き
た
い
。

副
市
長

二
十
一
年
度
は
総

合
計
画
第
一
次
実
施
計
画
の

最
終
年
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
着
実
な
推
進
を
目
指
す

た
め
各
部
局
で
事
業
評
価
を

行
い
、
そ
の
結
果
を
把
握
・

分
析
し
、
事
業
の
拡
大
・
縮

小
な
ど
を
判
断
の
う
え
予
算

配
分
を
行
う
。
ま
た
、
実
施

計
画
以
外
の
事
業
で
あ
っ
て

も
緊
急
性
や
必
要
性
、
費
用

対
効
果
な
ど
が
認
め
ら
れ
る

事
業
に
つ
い
て
は
精
査
の
う

え
予
算
措
置
し
て
い
く
。

議
員

二
十
一
年
度
の
市
税

収
入
の
見
通
し
等
に
つ
い
て

聞
き
た
い
。

副
市
長

二
十
年
度
と
十
九

年
度
の
七
月
末
時
点
の
市
税

収
入
額
を
比
較
す
る
と
、
法

人
市
民
税
は
二
億
二
〇
〇
〇

万
円
程
減
少
し
て
い
る
。
ま

た
総
務
省
が
示
し
た
二
十
一

年
度
地
方
財
政
収
支
の
八
月

仮
試
算
で
は
、
地
方
税
は
減

少
し
、
一
般
財
源
総
額
で
も

減
少
す
る
と
し
て
い
る
。
本

市
に
お
い
て
も
、
歳
入
で
は

根
幹
で
あ
る
市
税
が
二
十
年

度
よ
り
減
少
を
、
一
方
、
歳

出
は
扶
助
費
や
普
通
建
設
事

業
の
実
施
に
伴
う
投
資
的
経

費
の
増
加
を
見
込
ん
で
い
る
。

議
員

本
市
職
員
の
集
合
研

修
の
多
く
は
外
部
機
関
等
に

委
託
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

研
修
を
委
託
す
れ
ば
行
政
の

専
門
家
は
育
た
な
い
と
考
え

る
が
人
材
育
成
に
当
た
っ
て

の
取
り
組
み
を
聞
き
た
い
。

総
務
部
長

二
十
年
度
の「
職

員
研
修
方
針
」
で
は
、
重
点

的
に
取
り
組
む
研
修
と
し
て

「
実
践
的
な
政
策
形
成
能
力

の
向
上
」
な
ど
五
項
目
を
掲

げ
て
お
り
、
創
造
的
・
戦
略

的
に
政
策
を
遂
行
で
き
る
人

材
の
育
成
に
取
り
組
ん
で
い

る
。

議
員

管
理
職
の
育
成
は
行

政
運
営
と
一
体
で
行
わ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
行
政
が
必
要

と
す
る
人
材
と
外
部
機
関
が

企
画
す
る
人
材
像
と
の
間
に

食
い
違
い
が
生
じ
な
い
よ
う

考
慮
し
て
い
る
の
か
。

総
務
部
長

外
部
機
関
に
講

師
派
遣
を
依
頼
す
る
際
に
は
、

企
画
立
案
段
階
か
ら
本
市
が

求
め
る
管
理
職
像
や
行
政
運

営
の
現
状
と
課
題
な
ど
に
つ

い
て
打
ち
合
わ
せ
を
行
っ
て

い
る
。

議
員

外
部
研
修
機
関
の
多

く
は
自
治
体
研
修
を
業
務
と

し
て
い
る
た
め
、
内
容
が
全

国
一
律
的
で
、
本
市
独
自
の

ニ
ー
ズ
に
配
慮
さ
れ
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
。

総
務
部
長

既
存
の
メ
ニ
ュ

ー
か
ら
選
択
す
る
場
合
、
研

修
内
容
が
画
一
的
に
な
る
こ

と
は
事
実
で
あ
る
。し
か
し
、

官
公
庁
か
ら
の
受
注
実
績
が

豊
富
な
た
め
、
他
の
自
治
体

の
最
新
動
向
が
得
ら
れ
る
な

ど
の
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
今

後
も
十
分
精
査
し
て
研
修
機

関
を
選
定
し
て
い
き
た
い
。

今
定
例
会
の
総
括
質
問
で
は
、
駅
周
辺
の
自
転
車
駐
車
場
問
題
や
新
市
庁
舎
の
建
設
な

ど
に
つ
い
て
議
論
が
集
中
し
ま
し
た
。
ま
た
、
決
算
と
予
算
編
成
と
の
関
係
に
つ
い
て
質

疑
が
あ
っ
た
ほ
か
、
ま
ち
づ
く
り
の
分
野
で
は
、
市
内
の
道
路
整
備
に
つ
い
て
、
安
心
・

安
全
の
分
野
で
は
、
地
域
で
の
消
防
体
制
や
こ
こ
ろ
と
命
を
守
る
条
例
の
施
行
後
に
つ
い

て
、
福
祉
の
分
野
で
は
、
市
民
病
院
の
改
築
や
院
内
保
育
所
に
つ
い
て
、
教
育
の
分
野
で

は
、
本
市
の
教
育
行
政
や
文
化
財
に
つ
い
て
な
ど
が
審
議
の
焦
点
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
質
疑
内
容
を
、
各
常
任
委
員
会
で
の
質
疑
も
併
せ
て
二
〜
五
面
と
八
面
に
、

ま
た
、
平
成
二
十
年
度
平
塚
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て
の
討
論
内
容
を
六
面
に
ご

紹
介
し
ま
す
（
質
問
を
行
っ
た
議
員
名
と
主
な
項
目
は
七
面
に
掲
載
し
ま
す
）。

議
員

平
成
二
十
年
七
月
に

�
平
塚
市
開
発
公
社
な
ど
本

市
の
外
郭
六
団
体
の
在
り
方

等
に
つ
い
て
見
直
し
方
針
が

示
さ
れ
た
。
補
助
金
の
見
直

し
に
よ
る
市
の
財
政
支
出
の

軽
減
見
通
し
を
聞
き
た
い
。

企
画
部
長

二
十
二
年
度
当

初
ま
で
に
対
十
九
年
度
比
一

〇
％
削
減
を
目
指
し
て
お
り
、

決
算
額
か
ら
推
計
す
る
と
六

団
体
合
計
で
三
六
〇
〇
万
円

程
度
の
軽
減
と
な
る
。

議
員

外
郭
団
体
に
よ
る
施

設
の
維
持
管
理
を
指
定
管
理

者
制
度
へ
移
行
す
る
こ
と
に

つ
い
て
の
見
解
を
聞
き
た
い
。

企
画
部
長

平
成
二
十
年
三

月
三
十
一
日
現
在
、
五
〇
施

設
で
外
郭
団
体
に
維
持
管
理

等
の
業
務
を
委
託
し
て
い
る
。

指
定
管
理
者
制
度
へ
の
移
行

に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年

五
月
に
公
表
し
た
「
各
施
設

ご
と
の
方
針
」
に
基
づ
き
進

め
て
お
り
、
今
後
も
「
平
塚

市
の
指
定
管
理
者
制
度
導
入

に
関
す
る
基
本
方
針
」
に
の

っ
と
り
、
制
度
導
入
の
検
討

を
進
め
て
い
く
。

議
員

平
塚
市
土
地
開
発
公

社
が
持
つ
土
地
保
有
額
、
本

市
の
債
務
保
証
額
は
い
く
ら

か
。

企
画
部
長

十
九
年
度
末
時

点
で
の
土
地
保
有
額
は
三
五

億
六
〇
〇
〇
万
余
円
、
市
の

債
務
保
証
残
高
は
一
八
億
七

〇
〇
〇
万
余
円
で
あ
る
。

議
員

土
地
開
発
公
社
の
廃

止
に
向
け
て
の
課
題
と
今
後

の
予
定
を
聞
き
た
い
。

企
画
部
長

市
が
依
頼
し
て

取
得
さ
せ
、
公
社
が
現
在
保

有
す
る
公
共
用
地
の
問
題
が

あ
り
、
本
市
に
よ
る
買
い
取

り
が
完
了
し
な
い
と
公
社
の

廃
止
は
難
し
い
。
な
お
、
二

十
二
年
度
ま
で
は
具
体
的
な

買
い
取
り
計
画
を
策
定
し
て

お
り
、
そ
の
後
、
残
り
の
買

い
取
り
を
進
め
具
体
的
な
廃

止
時
期
を
決
定
し
て
い
く
。

国
合
庁
と
の
一
体
整
備

対
等
な
立
場
で
協
議

平
塚
市
土
地
開
発
公
社

廃
止
す
る
場
合
の
課
題

市
税
収
入
の
見
込
み

公
的
年
金
か
ら
の
税
の
天
引
き
制
度

施
行
時
の
課
題
等
尋
ね
る

新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎のののののののののののののののののののののの建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設

窓窓口口ななどど市市民民のの利利便便性性向向上上へへ
基本機能のバランスを考慮

（�）平成��年（２００８年）��月��日

「
決
算
審
査
意
見
書
」等
で
の
指
摘
事
項

新
年
度
予
算
編
成
に
ど
う
反
映

ひらつか議会だより

市
職
員
の
人
材
育
成

外
部
委
託
に
よ
る
研
修
の
是
非
問
う

平成２０年７月

外
郭
団
体
の
見
直
し
方
針
公
表

市
の
財
政
支
出

軽
減
の
見
通
し
は

第 ��� 号
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